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腹腔鏡手術の間創時に、温かい生理食塩液で

皮下や皮膚を洗浄するところ.腹腔鏡の曇り

止め用の熱い場で洗浄したため、熱傷が生じた

事例が報告されています。

器横出し薔麟師は.皮下洗浄の経験が

なく焦つておう.洗浄のための望 食塩

液を新しく準備せす.曇り止めに使用し

てしヽた場を執刀区に腰した.

器櫻出し者護師は.騒 b止め用の温を

澪備してから時間が経過してしヽるので.

温度は下がつているだろうと霰ぅた.

.器腋出し■護師は魯う止めに使用して

しヽた潟「
=手

を入れ鰤 .手袋を2量に

装用していたため経いと思しなかol● .
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,1出し看ヨ師 は洗澤用の潟かい生理

食塩液を準備すると伝えたが.術者は

率備を得たなか‐ .
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腹腔鏡の曇り止め用の湯による熱傷
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腹腔鏡手術の開創時に.腹腔鏡の曇り止めに使用する熱い生理食塩液や蒸留水て

皮下や皮膚を洗浄したことにより.熟傷を生した事例が4件報告されています(集計

期間:2017年 1月 1日～2023年 5月 31口 )。 この情報は.第 55回報告告陣 例

紹介」で取り上げた内容をもとに作成しました。
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執刀医は.腹腔鏡手術の開創時に皮下を流浄すると器械出し看護師に伝えた。本来

|ま保温庫から生理食塩液を取り出して使用するが.器械出し着護師は皮下洗浄の経験

がなく早く渡そうと焦つた。その際.器械出し看護師は、腹腔鏡の曇り上めに使用して

いた熱い滅菌精製水は準備をしてから時間が経過しているので温度が下がっている

だろうと思い、カップに移して渡した。■刀医は通常より温度が高いと感したが、その

まま洗浄したところ.患者の讚部に0～4cmの表皮剥離を生じた。

執刀医は腹腔鏡手術の閉創後に皮膚を洗浄することにした。温かい生理食塩液が

清潔野になかつたため.看議師は腹腔競の曇り止めに使用していた蒸留水をカップに

移した。看護師は蒸留水に手を入れたが、手袋を2重に装着していたため熱いと感じ

す.執力医に渡した。執刀医が皮膚を洗浄したところ.患者の腹部に熱傷を生じた。
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腹`腔鶴の轟り止め用の場を、農下や皮膚の洗浄に使用しない。
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楽この医警女全,l報|=工薇事故情報収集等

'業
ψ 生労働常補助事業)において収集された,桐をもと|=.本I葉の一環と

して総合計耐 ↓会委員の意見に基づさ.医癬

“

位の発生予11..1発防止のために111政されたものです.

本事業の趣旨等の計納については沐 事業ホームベージをご覧ください.ittぃ |′′、、ヽ 珈 ,」、ガ
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※この情報の作成にあた,.作成|'tに おける正確,■については万全を
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してお1減すが.その内容を将来にわた
')保

証するも・ ,

ではあ,ません.

業この情報は[警 にⅢ者の表■を制限した,[療従■者に業務や責任を,1す目的で作成されたものではあ
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事例が発生した医療機関の取り組み

上記|ま―例です。自施設に合った取り組みを検討してください.


